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特定建設作業実施届出書 

電子申請（Graffer スマート申請）マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

大分市環境部環境対策課 大気・騒音担当班 

TEL：097-537-5748 

Mail：kantai2@city.oita.oita.jp 

  

mailto:kantai2@city.oita.oita.jp
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1.申請フォームにアクセス 

・以下の URL にアクセスする（大分市ホームページ）。 

 実施届出を行う場合 

https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/tokken_den

nshi2024.html 

延長届出を行う場合 

https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/tokken-

enntyou_dennshi2024.html 

・大分市ホームページで「特定建設」と検索し、以下のページにアクセスする。 

 

  

実施届出はこちら 

延長届出はこちら 

実施届出 

延長届出 

https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/tokken_dennshi2024.html
https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/tokken_dennshi2024.html
https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/tokken-enntyou_dennshi2024.html
https://www.city.oita.oita.jp/o141/machizukuri/kankyo/tokken-enntyou_dennshi2024.html
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2.申請方法を選択 

①「ログインして申請に進む」または②「メールを認証して申請に進む」を選

択する。 

 
①ログインして申請に進む場合 

  

  

① 

② 

 Google、LINE、Graffer のいずれかで

ログインすることができる。 

 

 Grafferアカウントに登録することで、

申請書の一時保存や申請履歴の確認が

できるようになる。 
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②メールを認証して申請に進む場合 

 「メールを認証して申請に進む」をクリックした後にメールアドレスを入力

し、確認メールを送信する。 

 

 

 確認メールが送付されるので、URL にアクセスする。 
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3.申請内容を入力 

申請者情報を入力（1/7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容を入力後、「次へ進む」をクリックする（メールアドレスは自動入力）。 

  

個人 法人 団体（共同企業体等） 

申請者の種別を選択するとそ

の内容に応じて入力フォーム

が出現する 

 

申請者は届出者と同一でなく

ても可 
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届出者情報を入力（2/7） 

届出者（元請負人）の情報を入力して、次へ進む。 
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特定建設作業の情報を入力（3/7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定建設作業の種類（法令に規定される

作業）を選択する。 

複数の特定建設作業を行う場合は、「も

う１件追加する」をクリックする。 

特定建設作業の種類（条例に規定される

作業）を選択する。 

 

条例に規定される特定建設作業を行わ

ない場合は、入力しない。 

「特定建設作業の種類」で選択した数だ

け入力する。 

 

「機械の仕様」には、何台使用するかを

入力する。 
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「開始日」には届出日以前の日でも入力でき

る設定になっているが、必ず届出日から中 7

日開けた日にち以降を入力する。 

 

和暦での入力はできない。 

夜間工事を行う場合は、「夜間工事あり」を

選択する。作業開始時刻と終了時刻を入力す

る欄が出現。 

 

昼間と夜間どちらも工事を行う場合は、時刻

①の欄に昼間の時刻、時刻②に夜間の時刻を

入力する。 
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発注者の情報を入力（4/7） 
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下請負人の情報を入力（5/7） 

 

 

 

  

下請負人が特定建設作業を実

施する場合は、「下請負人あ

り」を選択すると、内容を入

力する欄が出現する。 
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資料をアップロード（6/7） 

 

  

前項で夜間工事ありと選

択した場合、「道路使用許

可書の申請状況」の項目が

出現する。 

さらに、届出時点で道路使

用許可取得済であれば、許

可書及び条件をアップロ

ードする項目が出現する。 
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聞き取り事項に回答（7/7） 

 

  

解体等工事を行う場合は石綿事前調査を行う必

要があるので、追加で①②の項目が出現する。 

 

① 

② 
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4.申請内容を確認 

申請内容を確認して、必要に応じて「編集」ボタンをクリックし、修正する。 

確認が終了したら、「この内容で申請する」をクリック。 
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5.申請後、処理が完了したことの確認 

申請した後に、申請受付メールが届く。 

URL にアクセスすることで申請の詳細を確認することができる。 

申請を取り下げることも可能。 

 

 

 申請を受け付けた後、市が内容

の確認を行います。 

 内容に問題が無ければ、申請ス

テータスを「完了」とします。 

 処理完了のメールが届いたら

申請終了です。 

 

受領印押印済みの控えを発行でき

ませんので処理完了メールを控え

としてください。 


